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住まい・まちの地震災害対策の取組

３つの論点

① 阪神・淡路大震災をはじめ、これまでの大規模地震を

踏まえた耐震基準の見直し等の地震災害対策の取組状況

② 能登半島地震での被害状況、復旧・復興の支援状況

③ 今回の能登半島地震の被害を踏まえた課題や教訓、

今後の技術的な検討の方向性
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住まい・まちの地震災害対策の取組

① 阪神・淡路大震災をはじめ、これまで

の大規模地震を踏まえた耐震基準の

見直し等の地震災害対策の取組状況
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都市分野の取組状況

都市研究部長

勝又 済

住まい・まちの地震災害対策の取組
① 阪神・淡路大震災をはじめ、これまでの大規模地震を踏まえた耐震基準の見直し
等の地震災害対策の取組状況
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阪神・淡路大震災（兵庫県南部地震）以降の主な地震と被害の概要

発生
年月日

地震名
最大
規模

最大
震度

死者・
不明者

住家全壊
出火
件数

主な被害のタイプ

1995.1.17 兵庫県南部地震 M7.3 7 6,437人 104,906棟 293件 建物倒壊、市街地火災

2004.10.23 新潟県中越地震 M6.8 7 68人 3,175棟 9件 土砂災害

2011.3.11 東北地方太平洋沖地震 M9.0 7 22,318人 122,039棟 330件
津波、津波火災、液状
化

2016.4.14 平成28年熊本地震 M7.3 7 273人 8,667棟 15件 擁壁、液状化

2018.9.6
平成30年北海道胆振東
部地震

M6.7 7 43人 469棟 2件 土砂災害、液状化

2024.1.1 令和６年能登半島地震 M7.6 7 465人 6,443棟 17件
津波、建物倒壊、市街
地火災、土砂災害、液
状化

• 阪神・淡路大震災（兵庫県南部地震）では、7千棟超の延焼火災が発生。

• 令和６年能登半島地震の輪島市河井町の火災は、東日本大震災（東北地方太平洋沖
地震）の津波火災を除けば、阪神・淡路大震災以来の地震時広域火災（100棟超）。

5



兵庫県南部地震以降の密集市街地対策（市街地火災対策）の変遷

1997年 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の制定

2001年 都市再生プロジェクト（第三次決定）

2007年 都市再生プロジェクト（第十二次決定）

2011年 住生活基本計画（全国計画）

• 密集市街地で建物倒壊や火災による被害が顕著、防災性向上が急務に。

• 密集市街地について計画的な再開発又は開発整備による防災街区の整備を促進。

• 「特に大火の可能性の高い危険な市街地」(重点密集市街地)約8,000haを指定、対策
を加速化。

• 重点密集市街地の解消に向けた取組の一層の強化。道路拡幅、公園整備、共同建
替といった骨格的な公共投資型の整備に加え、規制誘導手法の活用等、街区内部の
きめ細かな整備方策も重要に。

• 火災危険性のみならず避難困難性についても考慮した「地震時等に著しく危険な密集
市街地」(危険密集市街地)約6,000haの解消を目標に設定。

• 平常時の市街地火災としては、1976年の酒田大火以降で最大規模。火災の早期発見、
初期消火など地域防災力の向上に資する住民行動の重要性が再認識。

1995年 兵庫県南部地震

2016年 糸魚川市大規模火災

2021年 住生活基本計画（全国計画）
• 残る危険密集市街地解消のため、ハード面の取組による最低限の安全性確保を引き

続き行うとともに、一層の安全性確保を図るためにソフト対策の実施も位置づけ。 6



都市防火区画の整備

延焼遮断帯のイメージ 都市防火区画のイメージ

• 兵庫県南部地震（1995年）以前の都市防災対策は、広幅員道路と沿道の耐火建築物
等からなる「延焼遮断帯」を都市レベルで整備し、都市大火を防ぐ、「都市防火区画」
（1km×1km程度）の整備が主流。

• 「都市防災不燃化促進事業」（1980年～）により、延焼遮断帯周辺の建築物の不燃化
を促進。

• 都市の燃えにくさを「不燃領域率」により評価。

出典：建設省総合技術開発プロジェクト「都市防災対策手法の開発」

延焼拡大による
避難困難者がほ
とんど生じない
焼失率：20～
25％⇒不燃領域
率40％

不燃領域率と焼失率の関係
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兵庫県南部地震（1995年）

兵庫県南部地震における火災 (出典：神戸市)

都市防火区画内の密集市街地で建物倒壊や火災の被害が顕著、
地区レベルでの防災性向上が急務に。
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の制定（1997年）

大規模地震時に市街地大火のおそれのある防災上危険な密集市街地について、計画的
な再開発又は開発整備により、延焼防止や避難が確保された「防災街区」の整備を促進。

【防災街区整備事業】

• 再開発事業と同様、土地・建物から建物への権利変換による共同化
• 個別の土地への権利変換をも認める柔軟かつ強力な事業手法
• 老朽建築物を除却し、防災性能を備えた建物と公共施設を整備

【防災街区整備地区計画】

• 建築物の構造に関する防火上必要
な制限（耐火、準耐火構造化）、建
築物の間口率等を定め、延焼防止、
避難路確保のための道路建築物等
を一体的かつ総合的に整備

地区計画に基づく建替の例
（東京都中野区一・二丁目地区）

防災街区整備地区計画のイメージ

防災施設建築物の例
（大阪府門真市本町地区） 9



都市再生プロジェクト（第三次決定）（2001年）

国の密集市街地整備政策を位置付け。「特に大火の可能性の高い危険な市街地」
(重点密集市街地)を、全国に約8,000ha指定、対策を加速化。

地震時に大きな被害が想定される危険な密集市街地（東京、大阪各々約6,000ha、全国

で約25,000ha）のうち、特に大火の可能性の高い危険な市街地（東京、大阪各々約

2,000ha、全国で約8,000ha）について、今後10年間で重点地区として整備することにより、

市街地の大規模な延焼を防止し、最低限の安全性を確保する。

このため、空地の確保や建築物の耐震不燃化に向け、

１．未整備の都市計画道路を重点整備するとともに、これと一体となった沿道建築物を

整備する。

２．これと連携し、高齢者など従前居住者用の住宅対策や、工場跡地等低未利用地を

活用した市街地整備、電線類の地中化等の施策を、総合的・集中的に実施する。

密集市街地全域について、敷地の集約化・整序や地区内の空地確保等居住環境向上

に向けた住民の主体的取り組みの支援体制を強化する。このため、

１．専門家やまちづくり組織を積極的に活用できるしくみを整備する。

２．地権者による防災性の向上に資する自主的な建物更新を促進するため、日影制限

や斜線制限の合理化等に向けて制度を見直す。

都市再生プロジェクト（第三次決定）（平成13年12月４日 都市再生本部決定）

10



都市再生プロジェクト（第三次決定）（2001年）

以下の３つの条件を満たす密集市街地のうち、延焼危険性が特に高く地震時等において大規模な火

災の可能性があり、そのままでは今後１０年以内に最低限の安全性（不燃領域率４０％以上又は木防率
※２／３未満）を確保することが見込めない、一定の規模要件（１ha以上）を満たす市街地。

８０戸／ha 以上の住宅が密集する一団の市街地であること（市街地の街区の特性を勘案して
一戸当たりの敷地面積が著しく狭小な住宅（３階建て以上の共同住宅を除く）が大半（２／３以
上）を占める街区を含むものに限る。）

幅員４ｍ以上の道路に適切に接していない敷地に建つ住宅が過半を占めていること

（これらと同等の水準を規定すると認められる基準に該当するものを含む。）

① 住宅の密集度

耐火に関する性能が低い住宅が大半（木防率２／３以上）を占めていること（不燃領域率４０％
未満に相当）

② 延焼危険性

③ 避難、消火等の困難性

※木防率：全棟数に占める裸木造及び防火木造の棟数の割合

「重点密集市街地」の基準 （～2010年度まで）

「不燃領域率」に算入できるもの： ➊短辺または直径が40ｍ以上で、かつ面積が1,500㎡以上の水面・公園、

運動場・学校・一団の施設等の面積、➋幅員６ｍ以上の道路面積、➌耐火造建築物建築面積
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都市再生プロジェクト（第三次決定）（2001年）の重点密集市街地

東京および大阪における重点密集市街地の分布(2001年)

重点密集市街地

0 1 2 3 4 5km

大阪

重点密集市街地

0 1 2 3 4 5km

東京
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住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）
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住生活基本計画（全国計画）（2011年）

国の密集市街地整備政策を新たに位置付け。「地震時等に著しく危険な密集市街
地」(危険密集市街地)を、全国に約6,000ha指定、一層の整備促進。

住生活基本計画（全国計画）（平成23～32年度） （平成23年３月15日閣議決定） ※抜粋

■目標

［住生活の安全を確保する住宅及び居住環境の整備］
大規模な地震時等において危険な住宅及び住宅市街地の安全性の確保等により、安

全・安心な住宅及び居住環境の整備を図る。

■指標

［基礎的な安全性の確保］
・新耐震基準（昭和56年基準）が求める耐震性を有する住宅ストックの比率

【79％(平20)→95％(平32)】
・地震時等に著しく危険な密集市街地の面積

【約6,000ha(平22)→おおむね解消(平32)】

■基本的な施策

○ 住宅の耐震化を徹底するため、地方公共団体と連携した支援制度の整備、技術者の
派遣・育成、相談体制の整備等により耐震診断、耐震改修、建替え等を促進する。また、
犯罪の危険性に備え、住宅の防犯性向上のための情報提供等を行う。

○ 延焼・倒壊の危険性の高い老朽建築物の建替え・除却や、避難経路、消防環境等の
地域特性を踏まえた対策、道路幅員等に関する建築基準法上の緩和措置の活用等によ
り密集市街地の整備を促進する。また、宅地耐震化対策、浸水対策、土砂災害対策、津
波・高潮対策等を推進する。
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危険密集市街地の指定に当たっての抽出指標の改良

• 国総研では、危険密集市街地の指定に当たっての抽出指標を改良。

• 建物の防火性能を従来手法の２種類（不燃、可燃）から４種類（耐火造、準耐火造、防
火造、裸木造）に細分化し、従来の延焼危険性指標である「不燃領域率」を、建物の即
地的な立地状況も考慮可能な「想定平均焼失率」に精緻化。

• 加えて、火災の延焼拡大や建物倒壊による道路閉塞等により、住民等が地区外へ避
難することが困難となる危険性を評価する「地区内閉塞度」を新たに導入。

• 危険密集市街地の解消条件は、「想定平均焼失率」と「地区内閉塞度」のいずれかが
基準以下。

延焼危険性
（不燃領域率）

避難困難性
（地区内閉塞度）

延焼危険性
（想定平均焼失率）

不燃建築物

可燃建築物

耐火造

準耐火造

防火造

裸木造

＜従来の手法＞ ＜改良後の手法＞ 15



延焼危険性指標：「想定平均焼失率」の考え方

※延焼限界距離（Ｄ）の算出式 （単位：ｍ、a=建物１辺長）

イ）裸木造：

ロ）防火造：

ハ）準耐火造：

ニ）耐火造：
耐⽕造の建物からはバッファを発⽣させ
ない（耐⽕造は無いものとして扱う）

1. クラスター毎に、焼失建築⾯積（Nn）を算定
（Nn＝枠内の棟数×建築⾯積）

緑クラスターN緑=15棟×枠内の建築⾯積
⾚クラスターN⾚=5棟×枠内の建築⾯積
紫クラスターN紫=6棟×枠内の建築⾯積
⻘クラスターN⻘=13棟×枠内の建築⾯積

2. 全クラスターの焼失建築⾯積の合計（N全部）
を算出
N全部= N緑+N⾚+N紫+N⻘

3. N全部を可燃建築物棟数で割って、平均焼失建
築⾯積を算出

4. これを全建物建築⾯積（不燃建築物を含む）
で割って、想定平均焼失率を算出

想定平均焼失率＝ 平均焼失建築⾯積
全建物建築⾯積

① 建物の防火上の構造別に延焼限界距離の1/2のバッファを発生。バッファが重なり合った部分を
クラスターとして設定。

② クラスター内で出火があれば可燃建築物は全て燃えるものとして設定。可燃建築物が１棟ずつ
出火した場合の焼失建築面積の平均値を、全建物建築面積で割った値が「想定平均焼失率」。

枠囲み（可燃建築物が連担している
範囲：クラスター）内で出火があれば、
枠内の可燃建築物は全て燃えるもの
と設定

延焼限界距離の1/2の
バッファを発生

重なり部分をクラスター
として設定

想定平均焼失率は、地区内の1棟の建物から必ず出火するという前提で算出した、地区において
焼失が予想される建築面積の割合。最低限の安全性を確保するための整備水準：20～25％未満。

16



避難困難性指標：「地区内閉塞度」の考え方

地区内閉塞度（避難確率） ＝Ｐ１×Ｐ２×Ｐ３

地区内
閉塞度

P1×P2×P3
の避難確率

備考

１ 99以上100％
人が一生のうちに

不慮の事故で亡く
なる確率は2.4％
程度であることか
ら、災害により避難
困難となる確率を
それと同等の３％と
しています。
このため、避難確

率は９７％以上であ
れば避難困難性（閉
塞危険性）は低いと
しています。

２ 97％以上99％未満

３ 95％以上97％未満

４ 93％以上95％未満

５ 93％未満

 地区内閉塞度は、被災場所から、細街路、主要生活道路を経て延焼遮断帯等に至るまでに
建物倒壊の影響、火災の影響を受けずに避難できる確率を５段階で評価したもの。

 実際の地区データ（地区面積、主要生活道路延長、細街路延長）から道路の配置パターンを
モデル化して設定。

 最低限の安全性を確保するための整備水準：５段階評価中、１または２（避難確率97％以上）。

【パラメータ】

地区面積、地区中心から延焼遮断帯等までの最短距離、主
要生活道路延長（幅員6m以上）、両端接続細街路延長（幅
員6m未満）、両端接続細街路延長（幅員4～6m）、行止り解
消細街路延長（幅員4m未満）、総敷地数、木造・防火造棟
数（～S45）、木造・防火造棟数（S46～56）、耐震改修等実
施済み※棟数（※上部構造評点1.0以上となる改修に限る） 17



住生活基本計画（全国計画）（2011年）の危険密集市街地

東京および大阪における危険密集市街地の分布(2012年)
18



防災上危険な密集市街地の詳細評価手法の開発

• 国総研では、建物ごとの防火性能、位置、開口部の性能を考慮しつつ、任意の出火点
から、任意の風速・風向を設定することで、出火からの延焼状況を推定可能な「市街地
火災シミュレータ」を開発。

• 複数の対策効果を比較することで、地区に効果的な対策を検討可能。

糸魚川市大規模火災被害地域への適用例

市街地①
（再現市街地）

市街地②
（裸木造→防火）

市街地③
（②＋現代瓦）

写真出典：国土地理院

〜1時間
〜2時間
〜3時間
〜4時間
〜5時間
〜6時間
6時間で
延焼せず

出⽕から延焼
までの経過時間
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建築規制の置き換えや緩和による密集市街地の建替え促進方策

• 国総研では、狭隘道路や狭小敷地等の条件から、建築基準法集団規定（接道規定、道
路斜線制限、建蔽率制限等）への適合が困難な密集市街地において、建築規制の置き
換えや緩和を行う特例手法（まちづくり誘導手法）を活用した建替えガイドブックを刊行。

③三項道路（⽔平距離の指定）

②建蔽率特例許可

①街並み誘導型地区計画 ④連担建築物設計制度

⑤43条許可

出典：国総研資料No.1076
『密集市街地整備のための
集団規定の運用ガイドブック
【令和元年６月改定版】』
（https://www.nilim.go.jp/lab/b
cg/siryou/tnn/tnn1076.htm）
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まちづくり誘導手法を活用した建替え事例

大阪府大阪市

②建蔽率特例許可

東京都品川区戸越地区

①街並み誘導型地区計画

東京都中央区月島地区

③三項道路（水平距離の指定）

大阪市法善寺横町

④連担建築物設計制度

21



住生活基本計画（全国計画）（2021年）に基づく密集市街地の整備改善

22



建築分野の取組状況

建築研究部長

長谷川 洋

住まい・まちの地震災害対策の取組
① 阪神・淡路大震災をはじめ、これまでの大規模地震を踏まえた耐震基準の見直し
等の地震災害対策の取組状況

23



Ⅰ-１．地震被害を踏まえた耐震基準の主な変遷

主な地震 耐震基準・規定の主な変遷

1948年 福井地震
1950年 建築基準法制定
1959年 建築基準法改正

・壁量規定
・壁量規定の強化

1964年 新潟地震
1965年 十勝地震 1971年 建築基準法

政令改正
・基礎構造の規定（一体のコンクリート造又は鉄筋コ
ンクリート造の布基礎）

・RC造建物の柱のせん断補強規定の強化（帯筋間
隔を300mm以下から150mm以下、梁及び柱脚付
近は100mm以下）

1978年 宮城沖地震
1981年 建築基準法
1981年 政令改正

〈新耐震基準の導入〉

・震度基準：震度６強程度
・保有水平耐力計算（二次設計）の新設
・RC柱の帯筋比の規定の新設（0.2%以上）
・水平震度から層せん断力係数への見直し
・木造建築物の壁量規定の強化 等

1995年 阪神・淡路
1995年 大震災

2000年 建築基準法
2000年 法律・政令改正

・木造建築物の接合部の仕様（金物使用等）、壁の釣
り合いの良い配置の方法（四分割法）の明確化

・基礎構造の規定の強化（地耐力に応じた基礎構造）

2011年 東日本大震災
2016年 熊本地震
2024年 能登半島地震

24



Ⅰ-２．阪神大震災以降の大規模地震での主な建築物被害（概要）

主な地震 建築物の主な被害

1995年 阪神・淡路大震災 ○旧耐震基準の建築物における大きな被害（新耐震基準の施行さ
れた1981年を境として建築物の耐震性に大きな差）

○新耐震基準の木造建築物等において、少数ではあるが、全壊等
の被害が発生

2011年 東日本大震災 ○旧耐震基準や2000年に明確化された仕様等に適合しない建築
物において倒壊等の大きな被害。

○庁舎や体育館等が被災により使用継続不可となる被害が発生。

○そのほか、以下のような被害が見られた。
① 津波による建築物の被害
② 長周期地震動による超高層建築物の大きな揺れ
③ 大空間（体育館、大規模ホール等）の天井の落下
④ 免震建築物におけるダンパー被害
⑤ エスカレーターの脱落
⑥ 液状化被害 等

2016年 熊本地震 ○旧耐震基準や2000年に明確化された仕様等に適合しない建築
物において倒壊等の大きな被害。

○庁舎や体育館等が被災により使用継続不可となる被害が発生。

○液状化被害 等
25



Ⅰ-３．阪神・淡路大震災における木造建築物の被害状況（一例）

 建築物被害の大きかった神戸市灘区の集中調査地域において日本建築学会が実
施した悉皆調査の結果を用いて、建築年代別の被害の傾向を分析。

 1981年以降の新耐震基準でも、全壊に至った事例が11.1％（9/81棟）存在。

→ 耐力壁の配置のバランスの悪さ、筋交いや柱と横架材の留め付けの問題が原因

神戸市灘区の集中調査地域における木造建築物の建築時期別の被害状況（阪神・淡路大震災）
出典：「阪神・淡路大震災調査報告 建築編-4 木造建築物・建築基礎構造」（日本建築学会・1998年3月） 49～53頁のデータをもとに作成

40.2%

11.1%

32.8%

0.8%

0.0%

0.6%

11.7%

2.5%

9.4%

21.8%

3.7%

17.2%

18.8%

32.1%

22.2%

6.7%

50.6%

17.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

無被害

亀裂大

傾き大

1階倒壊

2階倒壊

全壊

1980年以前
（築15年以上）

1981年以降
（築14年以内）

木造建築物
全体

（239棟） （81棟） （320棟）
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Ⅰ-４．平成12年（2000年）建築基準法施行令の改正・告示新設

 平成12年（2000年）建築基準法政令の改正・告示新設において、木造建築物の接合
部の仕様、壁の釣り合いの良い配置の方法について明確化。

出典： 国土交通省住宅局作成資料 27



Ⅰ-５． ①住宅・建築物の耐震化の支援制度

出典： 国土交通省住宅局HP「住宅・建築物の耐震化に関する支援制度の一覧」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001726569.pdf

補
助

税
制

融
資
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Ⅰ-５． ②地方公共団体における支援制度の整備状況

 耐震診断・耐震改修に対して、国の支援制度を活用して補助を実施している市区町
村は約85％。その他、市区町村が独自に補助事業を整備している場合もある。

出典： 国土交通省住宅局HP
「地方公共団体における支援制度の整備状況」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001845217.pdf

地方公共団体における支援制度

・ 耐震診断・耐震改修・ブロック塀等の安全対策に対

する国の支援制度（建築物耐震対策緊急促進事業及

び住宅・建築物安全ストック形成事業）を活用した

補助制度の整備状況を示したもの

＊ 総合支援メニューとは、補強設計等と耐震改修工事

又は建替えをパッケージで行う戸建住宅等に対して、

定額を補助する制度
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Ⅰ-６． 耐震化の進捗の状況 ①全国の状況

【目標】 令和12年までにおおむね解消

 全国の住宅の耐震化率は着実に向上。平成30年時点で87％。令和１２年までに耐
震性が不十分な住宅をおおむね解消することを目標としている。

出典： 国土交通省住宅局HP「全国の耐震化率」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001845178.pdf
一部加筆作成 30



Ⅰ-６． 耐震化の進捗の状況 ②都道府県別の状況

 都道府県別の耐震化率には地域差がある。耐震化率が90％を超えているのは10都
道府県。一方、85％未満は21県。

注） 算定年次・算定手法は都道府県別に異なる。 出典： 国土交通省住宅局HP「都道府県別の耐震化率」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001845180.pdf をもとに作成

【都道府県別の耐震化率】

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

全国平均 約87％（平成30年）
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Ⅰ-６． 耐震化の進捗の状況 ③市区町村別の状況

 市区町村別の耐震化率
にはさらに地域差が大き
い。

 耐震化率が60％未満の
市町村は、地方部を中心
に存在している。

出典： 国土交通省住宅局HP「都道府県別・市区町村別の住宅の耐震化率に関する状況」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001845179.pdf 一部加筆作成

【市区町村別の耐震化率】

耐震化率 人口比

60％未満 2,709  2％

60％～70％未満 5,024 4％

70％～80％未満 12,987 10％

80％～90％未満 48,785 39％

90％以上 55,487 44％

耐震化率未算定 1,154 1％

合計 123,146 100％

該当市町村の
人口合計（千人）

（参考）耐震化率別の人口カバー状況

注） 算定年次・算定手法は市区町村別に異なる。
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Ⅰ-７．耐震改修促進法の制定

 阪神大震災の教訓を踏まえ、平成7年10月に耐震改修促進法（建築物の耐震改修
の促進に関する法律）が制定された（平成7年10月25日公布、12月25日施行）。

○平成7年12月25日施行

・不特定多数の者が利用する建築物（特定建築物）における耐震診断、耐震改修の努力義務
・特定建築物に対する指導・助言（3階・1,000㎡以上）
・特定建築物に対する所管行政庁による指示・立入検査（3階・2,000㎡以上） 等

○平成18年1月26日改正法施行
・指導・助言対象となる特定建築物の範囲の拡大（規模の引き下げ、道路閉塞させる住宅・建築物、危険
物を取り扱う建築物の追加）

・指示・立入検査対象となる特定建築物の範囲の拡大
・地方公共団体による耐震改修促進計画の策定 等

○平成25年11月25日改正法施行

・旧耐震基準の建築物全て（住宅・小規模建築物を含む）に、耐震診断、耐震改修の努力義務

・一定の特定建築物、大規模建築物、緊急輸送道路等の避難路沿道建築物、防災拠点建築物について、
耐震診断の実施・報告の義務化と特定行政庁による公表 等

○平成31年1月1日改正政令施行

・耐震診断の義務づけとなる緊急輸送道路等の避難路沿道建築物に、建物に附属するブロック塀等を追加
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Ⅰ-８．東日本大震災を踏まえた津波避難ビル対策

 津波避難ビル等の構造上の要件に係る暫定指針を国土交通省住宅局及び国総研
によりとりまとめ（平成23年11月17日住宅局通知）。

 さらに、津波荷重の分析・評価や建築物の転倒要因等を検討し、津波防災地域づく
り法に基づく技術基準（平成23年国土交通省告示第1318号）・同解説を整備。
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Ⅰ-９．東日本大震災を踏まえた長周期地震動対策 （1/3）

 東日本大震災では、首都圏や大阪湾岸の超高層建築物において、長周期地震動に
よる大きな揺れが観測されたことを踏まえ、長周期地震動の評価手法と、長周期地
震動を考慮した設計用地震動の作成手法を検討し、取りまとめた。
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Ⅰ-９．東日本大震災を踏まえた長周期地震動対策 （2/3）

： 設計時に構造計算に用いた地震動の大きさを上回る可能性が非常に高い地域

： 設計時に構造計算に用いた地震動の大きさを上回る可能性が高い地域

： 設計時に構造計算に用いた地震動の大きさを上回る可能性がある地域

疑
似
速
度
応
答
ス
ペ
ク
ト
ル
（pS

v)

周期（s)

関東地域 静岡地域 中京地域 大阪地域

○ 南海トラフ地震を想定し、長周期地震動対策を促すべき地域区分と入力地震動を提案
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Ⅰ-９．東日本大震災を踏まえた長周期地震動対策 （3/3）

○長周期地震動による多数回繰り返しの影響や、共振による大変形の影響を実験で把握
し、応答解析法を提案し、設計法に反映。

→ 時刻歴応答解析建築物性能評価業務方法書（改定）へ反映

20層RC建築物の振動台実験

鉄骨
架構

RC
架構

鉄骨実大架構の多数回繰り返し加力実験
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Ⅰ-10．東日本大震災を踏まえた大空間の吊り天井対策 （1/2）

 東日本大震災では、体育館、大規模ホール等の
多数の建築物で天井が脱落し、甚大な人的・物的
被害を生じたことから、吊り天井の仕様（２種類）
に応じた耐震性を検証し、設計法を提案。

体育館の吊り天井の脱落

→ 「特定天井」の基準新設※、告示改正
※ 規模要件として、高さ6m超かつ面積200㎡超

建築基準法施行令第39条改正（2013年7月）

増幅
防止

天井裏に
配管や配線を
自由に配置

吊り天井の脱落対策（設計法の提案）
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Ⅰ-10．東日本大震災を踏まえた大空間の吊り天井対策 （2/2）

吊り天井の脱落対策（設計法の提案）吊り天井の脱落防止の技術基準（仕様基準）の整備
39



Ⅰ-11．災害拠点建築物の設計ガイドライン

 大規模災害時に災害応急対策の拠点となる建築物（災害拠点建築物）が適切な機
能を継続して発揮できるよう、研究開発の成果を踏まえ、設計に当たって配慮すべき
事項を「災害拠点建築物の設計ガイドライン（案）」としてとりまとめ（平成30年1月）。

災害拠点建築物の設計ガイドライン（案）

壁を用いない架構
（変形が大きくなり、
大きな補修を要する
損傷が生じる可能
性が高くなる）

袖壁を活用した架構
（耐震ランクⅡ：被災
度が小破以下）

袖壁・腰壁・垂壁を
活用した架構
（耐震ランクⅠ：被災
度が軽微から小破
程度以下）

本研究で提案し、実大実験で検証した設計基準値（例）

○耐震ランクⅠ：ベースシア係数が0.55に達するときの最大層間変形角を
1/300rad以下とし、部材塑性率を1.0以下とする。

○耐震ランクⅡ：ベースシア係数が0.4に達するときの最大層間変形角を
1/200rad以下とし、部材塑性率を2.0以下とする。

【壁を活用したＲＣ造建築物の損傷制御設計法】

比較的安価で、大地震時の変形の抑制と損傷の低減を高度な
計算によらず達成する計算手法を構築
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住宅分野の取組状況

住宅研究部長

藤本 秀一

住まい・まちの地震災害対策の取組
① 阪神・淡路大震災をはじめ、これまでの大規模地震を踏まえた耐震基準の見直し
等の地震災害対策の取組状況
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Ⅰ-１．住宅被災者に対する災害公営住宅の供給

 地震等の災害で住宅を失った被災者のうち、自力による住宅再建が困難な者に対し
て、地方公共団体が災害公営住宅を供給。

従
前
の
住
宅

親族・友人宅等

民間賃貸
応急借上げ住宅

応急仮設住宅

避
難
所
等

持家の自力建設

災害公営住宅の
供給

従前の住宅

＜被災前＞ ＜被災＞ ＜住まいの復興＞＜一次避難・二次避難＞

一次提供住宅
（公営住宅、

公務員住宅等）

半壊
一部損壊

等

全壊
大規模半壊等

（修理・補修）

（改修）

従前の住宅

民間賃貸住宅への入
居

【住宅被災者の住まいの復興に向けたプロセス】
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Ⅰ-１．住宅被災者に対する災害公営住宅の供給

一般の公営住宅
災害公営住宅

一般災害 激甚災害（激甚法）

対象市町村等の要件

入
居
対
象

入居者資格 収入分位50％を限度に
地方公共団体が条例で
定める収入以下の者

収入分位50％を限度に地方
公共団体が条例で定める収
入以下の者

当該災害により、「滅失」した住
宅に居住していた者について、
収入要件なし

入居者制限 なし

補
助
率

整
備

建設・買取 国：概ね45％
地方：概ね55％

国 ：2/3
地方：1/3

国 ：3/4
地方：1/4

借上
(共同施設整備
費のみ対象)

国 ：2/3×概ね45%
地方：2/3×概ね55%
民間：1/3

国 ：2/5
地方：2/5
民間：1/5

国 ：2/5
地方：2/5
民間：1/5

用地取得造成 なし なし なし

生活支援施設 なし なし なし

家賃低廉化 20年間 概ね45% 20年間 2/3 当初5年間 3/4
6～20年目 2/3

特別家賃低減 なし なし なし

災害発生の日から3年間は当
該災害により住宅を失った者

引き上げ

次の①又は②の市町村：
①「滅失」住宅の戸数が100
戸以上、②「滅失」住宅の戸
数の割合が当該市町村の住
宅戸数の１割以上

次の①～③の市町村等：
①滅失住宅の戸数が被災地
全域で500戸以上の区域、
②一市町村の区域内の滅失
戸数が200戸以上、③滅失
住宅の戸数の割合が当該市
町村の住宅戸数の１割以上

災害発生の日から3年間は当該
災害により「住宅を失った者」

引き上げ
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Ⅰ-２．災害公営住宅の供給に向けた被災自治体の支援

 国土交通省では、東日本大震災以降、大規模災害時の災害公営住宅の整備に関し
て、直轄調査を実施してとして被災自治体を支援。

 国総研は、建築研究所等と連携して、災害公営住宅の供給に向けた、初動期の基本
計画づくりなどを技術的に支援してきた。

地域 支援の対象自治体

東日本大震災 岩手県：１０市町村
宮城県：１６市町村
福島県：県、１５市町村

「東日本大震災における災害公営住宅の供給促進のための計画に関する検討
－災害公営住宅基本計画等事例集－」、国総研資料 第 846 号
https://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0846.htm

「東日本大震災における災害公営住宅の供給促進のための計画に関する検討
－災害公営住宅等に係る意向把握方法に関する研究－」、国総研資料 第 946 号
https://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0946.htm

熊本地震 熊本県：１０市町村

【過去の大規模地震での直轄調査における支援】
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県・市町村 直轄調査での主な調査・検討事項

全体 ○ 会議等の開催 ○ 会議等の運営、資料作成

応急仮設住宅の活用 ○ 応急仮設住宅の供与等 ○ 木造応急仮設住宅の恒久化に係る検討

住民意向調査 ○ 調査対象者、調査内容等の決定

○ アンケート票の配布先リストの整理

○ アンケート・ヒアリングの実施

○ アンケート、ヒアリングの支援

（調査票の作成支援、調査結果の整理・分析等）

○ 被災者向けパンフレット等の作成支援

住まいの復興ロード
マップ

○ 住まいの復興方針の検討（自力再建、
災害公営住宅、等の選択等）

○ 関係部局との連携

○ 住宅被害状況の把握、検討体制づくり

○ 老人福祉施設の被災状況等の把握、福祉サービスのニーズの把握

○ 住まいの復興方針の検討

災
害
公
営
住
宅

供
給
計
画

供給計画 ○ 県と市の役割分担の決定

○ 既存の基礎情報の提供

○ 供給計画の策定

○ 供給計画の検討

（災害公営住宅の整備戸数、整備スケジュールなど）

○ 災害公営住宅の将来的なあり方の検討

○ 災害公営住宅の事業収支のシミュレーション

○ 入居者の家賃（概算額）のシミュレーション

用地選定 ○ 用地の選定・確保 ○ 用地の選定方針、確保可能な用地の整理

○ 候補地でのボリュームスタディ（配置等ケーススタディ）

入居条件等 ○ 入居者の条件・選定方法の決定 ○ 入居者の条件・選定方法の検討

供
給

基本計画 ○ 地区別（敷地別）の基本計画の決定 ○ 地区別（敷地別）の基本計画の検討

・ 標準的な配置、構造、住戸プランの検討※ ※コストにも配慮

・ 供給方法(直接建設(県への委託を含む)、買取(ＵＲ、民間)、借上等)のメリット・留意点
等の検討

・ 設計や管理上の配慮事項の検討 (コミュニティや高齢者等への配慮、グループ入居等)

設計・建設 ○ 供給方法の決定

○ 関係部局との調整

○ 基本設計・実施設計、工事の発注

基盤整備 ○ 基盤整備設計、工事の発注

ストック管理 ○ 公営住宅等長寿命化計画の策定 ○ 公営住宅等ストックのマネジメント方針の検討

【直轄調査での主な検討事項】 各市町村のニーズを踏まえつつ調査・検討を実施 （下記以外の内容も対応可能）

Ⅰ-２．災害公営住宅の供給に向けた被災自治体の支援
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Ⅰ-３．災害公営住宅の供給戸数

阪神淡路
⼤震災

東⽇本⼤震災 熊本地震

兵庫県 岩⼿県 宮城県 福島県 合計 熊本県
災害公営住宅の
整備⼾数 約38,600 5,833 15,823 7,997 30,077 1,715

国総研で、初動期の計画づくり等を支援

【過去の大規模地震での災害公営住宅の供給戸数】

鉄筋コンクリート造・共同建て（中層） 木造・長屋建て（平屋） 木造・戸建て（平屋）
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住まい・まちの地震災害対策の取組

② 能登半島地震での被害状況、

復旧・復興の支援状況
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都市分野の状況

都市研究部長

勝又 済

住まい・まちの地震災害対策の取組
② 能登半島地震での被害状況、復旧・復興の支援状況
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能登半島地震・輪島市河井町朝市通り周辺火災

① ③

④ ⑤ ⑥

②

①

③

④
⑤

⑥

②

被害地域の内部（赤枠内）の建築物は、ほぼ全てが全焼。

建物データ：基盤地図情報（https://www.gsi.go.jp/kiban/）データを一部改変
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能登半島地震・輪島市河井町朝市通り周辺火災 焼け止まり線

①

⑤ ⑥

③

約 7.0 m

②

約 3.7 m

⑧

約 5.8 m

④

約 6.7 m

西・北・南側：河川・海・緑地等の広い空間で焼け止まり。東側：比較的狭い通りで、建物倒壊に
より空間が一層狭くなっている箇所もある中で焼け止まり（②⑧）。→消火活動の効果が大きい。

①

③
④

⑤ ⑥

②

⑦

⑧

⑦

約 7.5 m

建物データ：基盤地図情報（https://www.gsi.go.jp/kiban/）データを一部改変、道路幅員：基盤地図情報道路縁データを図上計測
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能登半島地震・輪島市河井町朝市通り周辺火災 延焼動態

国総研・建研調査
• 21時ごろまでに南北に延焼

朝市通りの南側ではその後、約
20m/hで東へ延焼が進む。

• 消防庁によれば、朝市通りを火
災が越えたのは飛び火が原因。

• 22時までに朝市通り北側街区に
延焼しその後東方面へ約40m/h
及び南西方面へ延焼が進む。

• 延焼速度は弱風時の市街地火
災である阪神・淡路大震災の時
の市街地火災の延焼速度と同
程度。

国総研・建研：令和６年能登半島地震建築物被害調査等報告（速報） 2024/11/1公表

国総研：https://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1296.htm
建 研：https://www.kenken.go.jp/japanese/contents/publications/data/212/index.html

背景地図：地理院地図（https://maps.gsi.go.jp） 51



能登半島地震・輪島市河井町の大規模火災について

• 出火原因は不明であるが、火災覚知（17:23）の直前（17時過ぎ）に試送電が行われている。

• 電気火災、通電火災を抑制するには、感震ブレーカーの普及、避難時のブレーカー遮断
（建物倒壊の防止が前提）等が有効。

出火抑制に向けた課題

調査結果を速報としてとりまとめて公表（2024年11月1日）

国総研・建研：令和６年能登半島地震建築物被害調査等報告（速報）

国総研：https://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1296.htm
建 研：https://www.kenken.go.jp/japanese/contents/publications/data/212/index.html

延焼被害の抑制に向けた課題

• 河井町の火災被害地域は、防火地域・準防火地域、建築基準法22条地域の指定等が無く、
下見板張りの木造家屋が多かった。

• 断水により消火栓が使用できず、建物倒壊により使用できない防火水槽もあった。また、地
盤の隆起による河原田川の水位の低下及び大津波警報等の発表等により河川及び海から
の取水が困難になるなど、消防水利が限定された状況にあった。（消防研究センター）
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輪島市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会

総務省消防庁・国土交通省住宅局が2024年3月から全４回開催、2024年7月5日に報
告書を公表。輪島市大規模火災を踏まえた今後の消防防災対策のあり方を提言。
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建築分野の状況

建築研究部長

長谷川 洋

住まい・まちの地震災害対策の取組
② 能登半島地震での被害状況、復旧・復興の支援状況
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Ⅱ-１．令和6年能登半島地震での被害概要

 輪島市や志賀町で震度７が観測されたほか、能登地方の広い範囲で震度６強以上
の地震動が多数観測され、甚大な人的被害、建築物の被害をもたらした。

 住家の被害については、被災地全域で全壊が6,425棟（うち石川県内が6,059棟）、半
壊が23,892棟（うち石川県内が19,150棟）。

 非住家についても、35,771棟（うち石川県内が34,526棟）の被害が発生した。

石川県内の各市町で観測された最大震度

被害 被災地全域 石川県内

人的被害 死者 412名 408名

重傷 364名 341名

軽傷 977名 876名

合計 1,756名 1,628名

住家被害 全壊 6,425棟 6,059棟

半壊 23,892棟 19,150棟

床上浸水 6棟 6棟

床下浸水 19棟 5棟

一部破損 106,248棟 65,890棟

合計 136,590棟 91,110棟

非住家被害 公共建物 330棟 330棟

その他 35,441棟 34,196棟

合計 35,771棟 34,526棟

（令和6年10月29日時点）

人的被害・建築物被害の状況
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Ⅱ-２．「建築物構造被害の原因分析を行う委員会」の設立による取組

 令和６年能登半島地震における建築物の構造被害の原因を分析し、対策の方向性
を検討するため、国総研では、国土交通省住宅局と建築研究所と連携し、建築構造
の専門家等からなる有識者委員会「令和６年能登半島地震における建築物構造被
害の原因分析を行う委員会」（委員長：中埜良昭 東京大学生産技術研究所 教授）を設置。

 国総研・建築研究所による現地調査の結果に加え、様々な機関が実施している調査
結果等を幅広く収集・整理し、原因分析を実施し、11月1日に中間とりまとめを公表。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_001023.html

① 木造建築物

② 鉄筋コンクリート造等建築物

③ 基礎地盤

④ 鉄骨造建築物

⑤ 非構造部材

⑥ 津波被害

⑦ 免震構造の建築物

被害状況とその要因を分析・整理し、
今後の対策の方向性を取りまとめ
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Ⅱ-３．木造建築物の被害状況

築年数の古い木造建築物の倒壊と道路の閉塞 接合部の金物なし

筋かい端部

2007年（平成19年）地震の後の再建と
推測される無被害の木造建築物

安全限界変形を超える大きな残留変形が残る木造建築物
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Ⅱ-４．木造建築物の被害状況の分析結果 ①建築年代別の被害傾向

 建築物被害の大きかった輪島市、珠洲市、穴水町の市街地において日本建築学会
と連携して実施した悉皆調査の結果を用いて、建築年代別の被害の傾向を分析。

 倒壊・崩壊は旧耐震基準では19.4％、2000年以降では0.7％（4棟/608棟）※と低い。

 旧耐震基準や2000年に明確化された仕様等に適合しない建築物で倒壊等が発生。

19.4%

5.4%
0.7%

14.5%

19.8%

11.5%

1.3%

16.0%

48.2%

56.6%

32.6%

47.8%

12.5%
26.5%

65.5%

21.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

無被害

軽微・小破・中破

大破

倒壊・崩壊

（3,408棟） （893棟） （608棟） （4,909棟）

1981年
5月以前

1981年6月～
2000年5月

2000年
6月以降

木造建築物
全体

木造建築物の建築時期別の被害状況
出典：国総研・建築研究所「令和６年能登半島地震建築物被害調査等報告（速報）」（令和6年10月）をもとに作成

※ 2000年以降の建築で倒壊・崩壊
した4棟のうち、3棟は壁量不足
又は壁の配置の釣り合いの規定
を満たしていないことを確認。
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 悉皆調査の対象とした木造建築物のうち、地方公共団体の補助を受けて耐震改修
を行った旧耐震基準の木造建築物について被害の状況を分析。

 把握できた38 棟のうち、無被害が13 棟（34％）。軽微から中破までが22 棟（58％）、
大破が3 棟（8％）であったが、倒壊・崩壊した建築物は確認されなかった。

→ 耐震改修により被害が軽減

耐震改修を実施した木造建築物の被害状況（1981年以前全体との比較）
出典：国総研・建築研究所「令和６年能登半島地震建築物被害調査等報告（速報）」（令和6年10月）をもとに作成

19.4%

19.8%

7.9%

48.2%

57.9%

12.5%

34.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

無被害

軽微・小破・中破

大破

倒壊・崩壊

耐震改修を実施した
木造建築物

1981年5月以前の
木造建築物全体

（3,408棟） （38棟）

Ⅱ-４．木造建築物の被害状況の分析結果 ②耐震改修事例の被害状況
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Ⅱ-５．鉄筋コンクリート造建築物の被害状況

 杭基礎を有する鉄筋コンクリート造建築物１棟で転倒被害があった。転倒の要因に
ついては、地震時の杭の損傷や移動等による支持力の低下が関係していると推定さ
れるが、現時点では不明。

 また、傾斜により大破とみなされる被害（傾斜角1/75rad以上）が十数棟あった。

 そのほか、旧耐震基準の鉄筋コンクリート造建築物において、柱のせん断破壊や柱
はり接合部の破壊、方立壁のせん断破壊の被害が確認された。

転倒した鉄筋コンクリート造建築物

杭基礎を有する鉄筋コンクリート造等建築物で転倒被害が確認
された我が国初めての事例。1984年の「地震力に対する建築物
の基礎の設計指針」の制定以前の建築。

傾斜した鉄筋コンクリート造建築物

上部構造の構造部材に顕著な損傷は確認されず、
被害要因は杭の損傷によるものと推測される。
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Ⅱ-６．鉄骨造建築物の被害状況

 一般の鉄骨造建築物（民間建築物）のうち、倒壊・崩壊した建築物は3棟。いずれも
1975年以前に建設されていた建築物（旧耐震基準）と判断される。

 そのほか、旧耐震基準とみられる建築物では、大きな残留変形、引張ブレースのブ
レース端部の接合部のボルト破断、ブレース材の座屈やたわみ等が、露出柱脚での
アンカーボルトの伸びや破断、コンクリートの破壊、柱脚の移動など構造躯体の損傷
が確認された。

 公共施設、教育施設等については、倒壊、崩壊した建築物は確認されなかった。

H形鋼柱梁の鉄骨ラーメン構造・
H形鋼柱弱軸方向は鉄骨ブレース構造

２階・３階が崩壊した鉄骨造建築物 １階が層崩壊した鉄骨造建築物

H形鋼柱梁の鉄骨ラーメン構造

大きな残留変形した鉄骨造建築物

建築物前面の外壁の脱落、
シャッター破損、窓ガラス、窓枠の破損
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Ⅱ-７．非構造部材の被害状況

 大規模空間の天井の中で特定天井の規模要件（高さ6m超かつ面積200㎡超）に該
当する45件の天井のうち、9件で被害が確認された。天井の全面的な脱落は確認さ
れなかったが、一部の天井板の落下や鋼製下地材の外れ等が確認された。

 外壁等の脱落落下や窓サッシの脱落、ガラスの破損等の被害が確認された。

 瓦屋根については、現行の瓦の緊結方法に関する告示の基準に適合する方法で施
工されたとみられる住宅では、令和5年5月の地震と合わせて2度の大地震を経験し
た後であっても被害は確認されなかった。

大規模空間の天井の脱落被害 外壁の脱落被害 告示基準に適合する方法で
施工されたとみられる瓦屋根

（無被害）
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住宅分野の状況

住宅研究部長

藤本 秀一

住まい・まちの地震災害対策の取組
② 能登半島地震での被害状況、復旧・復興の支援状況
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２-１．被災自治体における自治体職員のマンパワー

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

市20万人以上

市10～20万人

市5～10万人

市3～5万人

市～3万人

町村

0⼈ 1〜2⼈ 3〜4⼈ 5〜9⼈ 10〜19⼈ 20⼈以上

 令和6年能登半島地震の被災自治体（災害救助法の適用自治体）においては、町
村や人口規模の小さな市では、建築技師のマンパワーが不足。

出典：人口規模は「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（2023年）」による令和
5年1月1日現在のものである。
建築技師数は、「令和5年 地方公共団体定員管理調査結果」（令和6年3月、総務省自治行
政局公務員部給与能率推進室）による。

災害救助法が適用された自治体における建築技師数

石川県（10市7町）
金沢市 69
七尾市 ※ 6
小松市 15
輪島市 ※ 4
珠洲市 ※ 4
加賀市 15
羽咋市 2
かほく市 2
白山市 10
能美市 5
津幡町 1
内灘町 ※ 0
志賀町 ※ 0
宝達志水町 0
中能登町 0
穴水町 ※ 0
能登町 ※ 0

注） 単位は人。※印の自治体は、被災
市街地復興特別措置法第21条に規
定する住宅被災市町村
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全壊 2,263戸
半壊以上 6,087戸

全壊 1,729戸
半壊以上 3,700戸

全壊 240戸
半壊以上 1,137戸

全壊 398戸
半壊以上 1,686戸

全壊 391戸
半壊以上 3;445戸

全壊 552戸
半壊以上 2,954戸

全壊 50戸
半壊以上 867戸

全壊 65戸
半壊以上 590戸 全壊 225戸

半壊以上 710戸

全壊 122戸
半壊以上 674戸

２-２．被災自治体における災害公営住宅の供給の支援

 能登半島地震においても、災害公営
住宅の供給に関して、直轄調査を実
施してとして被災自治体を支援。

【災害公営住宅の供給に向けた支援を行って
いる対象自治体】

地域 対象自治体

能登半島北部 ・輪島市
・珠洲市
・穴水町（鳳珠郡）
・能登町（鳳珠郡）

能登半島中部 ・七尾市
・羽咋市
・志賀町（羽咋郡）
・宝達志水町（羽咋郡）
・中能登町（鹿島郡）

・かほく市
・内灘町（河北郡）
・氷見市（富山県）

被害状況出典：
石川県「令和６年能登半島地震による人的・建物被害の状況について」、12月6日現在
富山県「令和６年能登半島地震による被害及び支援状況」、11月29日現在 地図出典：地理院地図
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発災 半年 １年 ２年

仮設住宅

住民意向調査

住まいの復興
ロードマップ

災
害
公
営
住
宅

供
給
計
画

供給計画

用地選定

入居条件
等

供
給

低層住宅
（平屋・
２階建）

中層住宅
（３階建
以上）

【災害公営住宅の整備に係るスケジュール（イメージ）】

用地選定、確保用地探しの開始等

必要戸数の概略把握・計画素案策定

入居条件等検討 入居世帯選定

計画の見直し

入居者事前
交流等の実施

基盤整備設計 基盤整備工事

基本計画
発注方式検討 基本・実施設計（＋工事発注） 建設工事

基盤整備設計 基盤整備工事

基本計画
発注方式検討 基本・実施設計（＋工事発注） 建設工事

基盤整備設計 基盤整備工事

基本計画
発注方式検討 基本・実施設計（＋工事発注） 建設工事

入居

入居

入居

第１回意向調査

敷地のケーススタディ

第２回意向調査

建設期間の短い
低層住宅整備により、

２回目の意向調査結果を
踏まえて、

整備戸数の調整を図る

建設期間の短い
低層住宅整備により、

早期供給を図る

住まいの復興方針の検討 住まいの復興方針の見直し

被災者の意向は変化するため、
調査を数回にわたって定期的に行う

整備、入居 供与期間

実際のスケジュールは被災程度や被災自治体の事情等により異なる

２-２．被災自治体における災害公営住宅の供給の支援
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２-３．被災自治体における災害公営住宅の供給の進捗状況

出典：氷見市ホームページ
https://www.city.himi.toyama.jp/material/files/group/1/news
release20240614_koueijutaku.pdf

 富山県氷見市では、意向調査の結

果を踏まえ、令和６年６月１４日に、

２地区（敷地）において計４２戸程度

の災害公営住宅を先行的に整備す

ることを公表。
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２-３．被災自治体における災害公営住宅の供給の進捗状況

出典：羽咋市ホームページ
https://www.city.hakui.lg.jp/soshiki/sangyoukensetsubu/
chiikiseibika/9/9/3/15921.html

 石川県羽咋市では、災害公営住宅

を供給する地区（敷地）と概ねの整

備イメージを固め、令和６年10月28

日から11月22日かけて「入居の仮申

込み」を兼ねた第2回意向調査を実

施。

 意向調査（仮申込み）の結果を踏ま

え、整備戸数、間取り、建て方等を

決定することとしている。
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住まい・まちの地震災害対策の取組

③ 今回の能登半島地震の被害を踏まえた

課題や教訓、今後の技術的な検討の

方向性
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都市分野の検討の方向

都市研究部長

勝又 済

住まい・まちの地震災害対策の取組
③ 今回の能登半島地震の被害を踏まえた課題や教訓、今後の技術的な検討の方向性
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輪島市大規模火災を踏まえた今後の取組の方向性

『輪島市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会報告書』
（2024/7/5）における「第４ まちづくり」提言部分のポイント

１． 都市構造の不燃化や密集市街地の整備改善及び住民等の地域防災力の
向上に資するソフト対策の引き続きの推進

• ハード・ソフト両面からの安全性向上の取組の重要性

• 道路・公園・空地の整備、老朽建築物の除却・建替え

• 地域防災力の向上に資するソフト対策

• 老朽木造住宅が密集する津波浸水被害想定区域での重点的な不燃化促進

• 大規模延焼火災の発生危険性が高い市街地の確認

２． 老朽木造家屋や避難・消防活動上重要な沿道の建築物等の耐震化の促進

• 老朽木造家屋等の倒壊による圧死や道路閉塞を防ぐための耐震化促進

• 所有者費用負担の比較的少ない応急措置的な方策も含めた実効性の高い
施策の推進

• 津波浸水被害予想区域での建築物等の耐震化の重点的促進

※ 国土交通省通知（2024/7/12）においても地方公共団体に積極的対応を周知 71



密集市街地総プロの実施（2023-2026年度）
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ソフト対策の例

ICT活⽤防災活動⽀援ツールによる
情報提供、まちづくりへの参加

AIカメラによる
⽕災等の検知

ドローンを活⽤した
情報収集・避難誘導

連動型⽕災警報器の設置による
建物間で連動した⽕災の早期覚知

感震ブレーカーの設置による
通電⽕災の防⽌（出⽕抑制）※

地域の消⽕活動のための消⽕設備・機材の設置

防災訓練による消⽕活動能⼒の向上

※出典︓総務省消防庁ホームページ
（http://www.fdma.go.jp/）

消⽕器の設置による
⽕元での初期消⽕

（スタンドパイプ※ ）

（資機材庫）

（可搬ポンプ）

（消⽕栓）

新技術を活用したソフト対策の例

従来からのソフト対策の例

※出典︓総務省消防庁ホームページ（http://www.fdma.go.jp/）
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火災のフェーズに応じた地域防災力向上のためのソフト対策

消火･避難のフェーズ
取組分野、対策の例

体制（ヒト） 設備・資材（モノ） 情報

➊地域コミュニティ

災害時に地域での助け
合い（共助）につなが
る地域コミュニティ

・ まちづくり協議会の活動、地
域のコミュニティづくり

・ 地域の共助の状況
・ 地域の防災活動リーダーの育

成
・ ICT活⽤防災活動⽀援ツール

によるまちづくりへの参加

・ 防 災 備 蓄 倉 庫 の 整備、備
品の管理

・ まちづくりニュース等による活動
の周知

➋出⽕抑制
地震時等における出⽕
抑制対策の取組

・ 出⽕抑制対策を含む防災セ
ミナーへの参加

・ 避難時ブレーカー遮断認識率

・ 感震ブレーカーの設置
・ 家具転倒防⽌の設置
・ 可燃物散乱防⽌対策実施率

・ ⼤規模⽕災の危険性の周知
・ ⽕災危険箇所の周知（防災

マップ等）

➌⽕元での初期消⽕
個⼈による⽕元での初
期消⽕対策の取組

・ 初期消⽕訓練の実施(消⽕
器の使い⽅等)

・ 早期通報の実施訓練

・ 住宅⽤消⽕器の設置
・ 住宅⽤⽕災警報器の設置
・ 汲み置き⽔の準備

－

➍地域の消⽕活動
延焼防⽌対策の取組 ・ ⾃主防災組織の⽴ち上げ・

活動
・ ⾶び⽕警戒活動
・ 初期消⽕訓練の実施

(スタンドパイプ、可搬ポンプの
使い⽅等)

・ 消防団経験者の確保

・ スタンドパイプ、可搬ポンプ等の
設置

・ 街頭消⽕器の設置
・ 防⽕⽔槽、消⽕栓の確保・

整備
・ 消⽕栓・⽔道管の耐震化
・ 連動型⽕災警報器
・ ⾼所AIカメラ・ドローン等

・ ⽔利場所等の情報の周知・
明⽰

・ 防⽕⽔槽の使い⽅の周知
・ ICT活⽤防災活動⽀援ツール

による情報提供

➎避難
災害時に避難を実施す
るための取組

・ ⽕災を想定した避難訓練
（避難の時期、⽅法）の実施

・ 障害物除却⽤具の整備(バ
ール、ジャッキ等)

・ 避難場所等の維持管理
・ 連動型⽕災警報器
・ ⾼所AIカメラ・ドローン等

・ 避難路、避難場所の周知
・ 災害時の避難計画の策定
・ 災害時要援護者の名簿作成

等
・ ICT活⽤防災活動⽀援ツール

による情報提供

火災のフェーズ

平常時

出
火
か
ら
の
時
間
経
過

出火

火元室の
火災

隣接室へ
延焼

１棟の
炎上火災

隣接建物
に延焼
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密集市街地総プロで現在検討中のソフト対策の効果の定量的評価方法

地区の出⽕率の低減効果に着⽬した場合の、ソフト
対策も考慮した総合的な防災性能評価のフローの例

 ソフト対策の実施により、地域消火活動の

各フェーズ、すなわち、①出火抑制（室内

で出火させない）⇒②火元での初期消火

（室内で出火したら自分で消火する）⇒③

地域の消火活動（早期に出火を覚知して

地域住民で協力して消火する※１）、の能力
※２が向上し、市街地火災に至る恐れのあ

る地区毎の出火率が低減することに着目。

 地区毎に求めた出火率を変数として組み

込めるよう、延焼危険性、避難困難性の評

価指標の算定方法を改良。

 ソフト対策後の出火率から延焼危険性、避

難困難性の改善効果を評価することで

ハード・ソフト双方の対策効果を反映した

評価が可能。

Ⅳ 延焼危険性、避難困難性の評価
対策前の出⽕率から

延焼危険性、避難困難性
を評価

対策後の出⽕率から
延焼危険性、避難困難性

を評価

Ⅲ ソフト対策を実施した場合の
地区の出⽕率の算出

市街地⽕災
に⾄る恐れ
のある出⽕
率が低減

【ソフト対策】
① 出⽕抑制
・感震ブレーカーの設置
・家具転倒防⽌対策の実施

② ⽕元での初期消⽕
・⽕元消⽕⼒（初期消⽕成功率）

③ 地域の消⽕活動
・地域消⽕⼒（初期消⽕機材配置

状況×消⽕活動の実施可能性）

Ⅱ ソフト対策
を実施しない
場合の地区の
出⽕率の算出

Ⅰ 地区状況の整理

延焼危険性、避難困難性の
評価指標の算定⽅法を改良

（出⽕率を変数化）

※１ 地域住民で手に負えない場合、公設消防に任せ
早期に避難

※２ ソフト対策（特に「人」に関わる部分）の不確実性
に十分留意

 出火防止・初期消火等のソフト対策による地区の出火率の低減効果に着目し、ソフト対策後の
出火率から延焼危険性、避難困難性の改善効果を評価することで、ハード・ソフト双方の対策
効果を反映した総合的な防災性能評価手法を検討中。
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密集市街地総プロで現在検討中の新技術を活用した火災等の早期検知・周知技術

火

:::::::::::::::::
SNS等 ③

高所カ
メラ ①

ドローン ①

航空機・衛星

ジオロケーション

信頼性の確認

データの標準化

ユーザー

Webアクセス

住民の安全性向上効果の
評価 ①②③

システム試作
①

連動型火災
警報器 ②

• 取得・共有データ項目

（想定）

– 火災の位置、（観測・予測）

– 延焼リスク分布

– 建物被害

– 道路閉塞箇所

– 渋滞箇所

– 通行可能道路ネットワーク

（移動手段別）

– 要救助者分布 etc.

周辺住民＋消防へ連動して報知 ②

SNS等による情報共有

情報共有 ③

出典：神戸市

©JAXA
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衛星赤外データによる能登半島地震後の火災検出

• 能登半島地震では、地震に関連する火災が１７件
発生。複数の建物が炎上したとみられる火災は下
記４カ所で確認されている。

• そのうち、珠洲市宝立町以外の３カ所の火災が、
今回の衛星赤外データの解析により検出された。

【有効性】

１．夜間であっても火災検出可能。

２．半日程度の時間を要すが、広域的に市
街地火災の検出ができることは、情報が
限られる状況では貴重。

３．今回は現地調査の計画には有用であっ
た。

【課題】

１．時間解像度：観測頻度が少ないため、
火災の検出が遅れる可能性がある。

２．空間解像度：数百メートルの画素単位で
検出となり、火災位置や範囲の詳細が
把握できない。

３．雲がかり：今回は、晴天で課題は顕在化
しなかったが、雲がかかっていた場合、
一切検出できないことも想定される。

SAR衛星に期待
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密集市街地対策と国総研における技術開発の流れ

密集市街地対策の流れ 密集市街地対策に係る技術開発

地震時における密集市街地の
最低限の安全性の確保が課題に

■まちづくりにおける防災評価・対策技術の開発（H10-14)
・防⽕上危険な地区を抽出するための指標（延焼抵抗率）の開発
・防⽕性能を改善すべき密集地区の防⽕性能を建物単位で評価する⼿
法（市街地⽕災シミュレータ）の開発 ほか

■まちづくり誘導⼿法を活⽤した密集市街地整備⽅策の検討（H16-18)
・まちづくり誘導⼿法（街並み誘導型地区計画、建蔽率特例許可等の
建築基準法集団規定の特例⼿法）を活⽤した、密集市街地における
建替促進⽅策について検討

■⾼度な画像処理による減災を⽬指した国⼟の監視技術の開発（うち市
街地⽕災総合対策⽀援ツールの開発）（H19-21)
・市街地⽕災総合対策⽀援ツールの開発（市街地⽕災シミュレータの
⾼度化）

■まちづくり誘導⼿法適⽤時の協調的建替ルールの策定⽀援⼿法の開発
（H22-25)
・まちづくり誘導⼿法を⽤いた建替後の居住安全・快適性の予測・⽐
較による協調的建替ルールの策定⽀援⼿法を提案

■密集市街地整備の阻害要因分析と先進的対策事例集の作成（H28-R2)
・整備阻害要因を多⾯的に分析し、地域特性に応じたきめ細かで効果
的な整備⽅策、⽀援⽅策に関する先進事例集を作成

都市レベル
＋

地区レベル
の

ハード対策で
市街地の

防災性能を強化

■新技術等を⽤いた既成市街地の効果的な防災·減災技術の開発（R5-8)
・地域防災⼒の向上、避難路閉塞リスクを低減する住宅の耐震性向上、
建替を促進する規制誘導⼿法の柔軟運⽤等に関する技術を開発

■都市防⽕対策⼿法の開発（S52-56)
・延焼遮断帯による都市防⽕区画の設計法の開発
・都市防⽕区画が必要となる地区（⼤⽕の危険性がある地区）の抽出
指標としての不燃領域率を開発 ほか

都
市
レ
ベ
ル

地
区
レ
ベ
ル

兵庫県南部地震（H7）

⽷⿂川市
⼤規模⽕災（H28）

ハード対策効果を即地
的に評価する技術を開
発

地区の状況に応じた柔
軟な建替を⽀援する技
術を開発

建替効果の評価の精緻
化、映像化による合意
形成⽀援技術を開発

地区の状況に応じた協
調建替ルールの策定を
⽀援する技術を開発

地区の状況に応じた柔
軟な市街地整備を⽀援
する技術を開発

ソフト対策も含む市街
地の防災性能を強化す
る技術を開発

延焼遮断帯の整備によ
る都市防⽕区画の計画
技術を開発

⽕災の早期発⾒、初期消⽕など
地域防災⼒の向上に資する住⺠
⾏動の重要性が再認識

建築基準法改正(H30)
防⽕関連規制の⾒直し

住⽣活基本計画 (全国計画) (R3)
ソフト対策の強化、
危険密集市街地の解消 78



建築分野の検討の方向

建築研究部長

長谷川 洋

住まい・まちの地震災害対策の取組
③ 今回の能登半島地震の被害を踏まえた課題や教訓、今後の技術的な検討の方向性
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 現行基準・規定は、今回の地震に対する倒壊・崩壊の防止に有効であったと認めら
れる。また、耐震改修の実施は被害の軽減に有効であったと考えられる。

 現行の基準・規定を満たさない建築物で、倒壊・崩壊等の被害が確認された。

 今後の対策の方向として、以下が挙げられる。

Ⅲ-１．今後の対策の方向性（概要）

① 旧耐震基準の建築物の耐震改修の一層の促進

② 現行規定を満たさないおそれのある部位等の耐震診断・耐震改修の一層の促進

③ 杭基礎である鉄筋コンクリート造建築物の傾斜・転倒被害の原因分析

構造等 今後の対策の方向性 （丸数字は上記①～③の今後の対応の方向に対応）

木造 ①耐震化の一層の促進

・旧耐震基準の木造建築物について「木造住宅の安全確保方策マニュアル」の周知
・耐震基準の木造建築物のうち、2000年に明確化された仕様等に適合しないものを対象とした「効率的な耐
震診断方法」の周知普及

鉄筋コンク
リート造

①旧耐震基準の建築物について、耐震化の一層の促進
③杭基礎である鉄筋コンクリート造建築物の傾斜・転倒被害の原因分析

・地盤中に埋まっている当該建築物の損傷状況の調査、損傷状況を踏まえた転倒・傾斜メカニズムの検討、
現行基準の妥当性の検証と再発防止の方向性の検討

鉄骨造 ①旧耐震基準の建築物について、耐震化の一層の促進

非構造部材 ②特定天井に該当する既存の天井について、耐震診断及び耐震改修の一層の促進
②内壁や外壁の被害防止のため、設計・施工上の留意事項について周知
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 震度６強以上を記録した能登地域の各市町では、高齢化率が高く、住宅の耐震化率
が全体的に低かった。このことが、木造建築物の被害拡大につながった要因と考え
られる。

Ⅲ-２．木造建築物の被害拡大につながった要因(1/2)

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

住
宅
の
耐
震
化
率※

1

高齢化率 ※2

全国平均

石川県平均

金沢市野々市市

珠洲市

能登町
穴水町

輪島市
志賀町

中能登町

宝達志水町

石川県内市町村の住宅の耐震化率と高齢化率の関係

出典：

※1 各自治体の耐震改修促進
計画による（年次は異なる）。
中能登町及び能登町は令和
5年住宅・土地統計調査によ
る1981年以前の建築ストック
の割合を使用。

※2 令和2年国勢調査による全
人口に占める65歳以上の高
齢者人口の割合。

七尾市

震度６弱

震度７

〈凡例〉

震度６強

震度５強以下
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 一戸建て・木造住宅の建築時期別の世帯主年齢をみると、1980年以前建築の住宅
では、3/4が65歳以上の高齢者で、平均年齢は71.8歳。高齢化が耐震改修を阻害し
ている要因の一つと考えられる。

 1981年～2000年建築では、65歳以上は約47％で、平均年齢は64.2歳。プレシニア層
やアクティブシニア層が中心。

Ⅲ-２．木造建築物の被害拡大につながった要因(2/2)

0.8%

1.0%

7.7%

2.8%

2.7%

3.6%

25.9%

9.5%

7.7%

18.5%

29.6%

16.7%

14.8%

30.0%

14.6%

18.6%

74.1%

46.9%

22.2%

52.5%

1980年以前

1981年～2000年

2001年以降

総数

35歳未満 35～44歳 45～54歳 55～64歳 65歳以上

一戸建て・木造住宅の建築時期別の世帯主年齢（全国）

出典：令和5年住宅・土地統計調査（総務省統計局）をもとに作成

平均 52.9歳

平均 64.6歳

平均 71.8歳

平均 64.2歳
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Ⅲ-３．木造建築物の今後の課題 ①「暫定的・緊急的な安全確保」の普及

 耐震化の一層の促進。高齢者世帯等で、資力不足等で本格的な耐震改修等を行う
ことが困難な場合は、暫定的・緊急的な安全確保の方策が講じられることが重要。

→ 「木造住宅の安全確保方策マニュアル」（国土交通省・2024年8月）」の周知普及

【木造住宅の安全確保方策マニュアルの概要】

 普及に向けて、各種の安全確保方策の効果的な組み合わせの計画手法、ナッジ理
論など行動経済学の観点からの居住者への働きかけの工夫等に係る研究が必要。
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Ⅲ-３．木造建築物の今後の課題 ②「効率的な耐震性検証法」の周知普及

 新耐震基準の木造建築物について、2000年に明確化された仕様等に適合しないも
のがあることに留意。 → 「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法」の周知普及

 普及に向けて、アクティブシニア期の住宅改修（バリアフリー、健康性確保等）に合わ
せて、耐震性能の検証（必要に応じて耐震改修）を誘導する指針等の作成が必要。

【新耐震基準の
木造住宅の耐震
性能検証法
〈検証フロー〉】
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Ⅲ-３．木造建築物の今後の課題 ②「効率的な耐震性検証法」の周知普及

85

【所有者等による検証の方法】
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Ⅲ-４．ＲＣ造建築物の使用継続性の確保－耐震レジリエンス性能の評価(1/4)

 耐震レジリエンス性能を高めるためには、以下が必要。
１．健全性・使用継続性の迅速な判断 ： ①「遅延時間」の短縮
２．継続使用が可能な耐震性能の確保：

②「機能低下量」の縮小、③「修復時間」の短縮。

機能量

時間

地震発生 修復開始 修復完了

②機能
低下量

①遅延時間 ③修復時間

復旧時間

修復
機能損失量

地震時の機能損失量の概念図
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Ⅲ-４．ＲＣ造建築物の使用継続性の確保－耐震レジリエンス性能の評価(2/4)

ヒンジリロケーション（HRC）梁：柱梁接合部
の主筋量を増やし、梁の曲げ降伏による
塑性ヒンジの形成位置を梁中央部に移動

80
0

1000
3250

800 3000
80

0
10

0

600

80
0

600

【損傷箇所を制御する技術】

80
0

目地幅30mm

3000

32501000

80
0

600 アンボンドPC鋼材

軸方向組立筋

【損傷量を低減する技術】

アンボンドPCaPC梁：PC鋼材をプレキャ
スト柱・梁部材に貫通させ、PC鋼材の
緊張力によって圧着接合させ一体化

柱

梁

PCa柱

PCa梁

Ｕ字筋

 部材の損傷抑制に効果のある構造システムが開発されていることを踏まえ、地震後
の建築物の修復性能を高める可能性のある技術を抽出。修復性能や継続使用性を
評価するためのデータがほとんどないため、実験を実施。
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Ⅲ-４．ＲＣ造建築物の使用継続性の確保－耐震レジリエンス性能の評価(3/4)

梁の載荷実験結果（変形角1/50、２サイクル目、負側載荷・徐荷時）

RC梁 HRC梁 PCaPC梁

引張系の損傷が発生
（ひび割れ）

損傷位置は制御。
損傷集中が激しい

圧縮系の損傷が発生
（コンクリート剥落）
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Ⅲ-４．ＲＣ造建築物の使用継続性の確保－耐震レジリエンス性能の評価(4/4)

RC：鉄筋コンクリート PC:プレストレスコンクリート

HR:ヒンジリロケーション HRPC：ヒンジリロケーションかつプレストレスコンクリート

損傷抑制に効果のある構造システムの修復労務量の算定結果

 実験結果を踏まえ、修復に必要な時間を労務量として計算・把握。ＰＣ構造の修復性
（損傷抑制性）が高いことが確認された。
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労
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日
)

部材角(%)※

幅0.2㎜未満 幅0.2mm以上 剝落 A. RC梁 B. HR梁 C. PC梁 D. HRPC梁

※ 柱と梁の試験体に力をかけた際、柱と梁の接合部に生じる変形の角度

剥落の修復に
必要な労務量

幅0.2mm以上の
ひび割れの修復
に必要な労務量

幅0.2mm未満の
ひび割れの修復
に必要な労務量
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住宅分野の検討の方向

住宅研究部長

藤本 秀一

住まい・まちの地震災害対策の取組
③ 今回の能登半島地震の被害を踏まえた課題や教訓、今後の技術的な検討の方向性
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３-１．今後の課題 －①高齢者対応

出典：各年次の国勢調査（総務省統計局）をもとに作成
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３-１．今後の課題 －①高齢者対応

入居者が集まりコミュニ
ケーションを図る

介護業務で訪れた
ヘルパーの方の待機や
打合せで利用可能

車いすでのトイレ利用や、
車いす・ストレッチャー
等での入浴が可能

事業主体: 相⾺市

構造階数: ⽊造⻑屋建（平屋）

⼾ 数: 12⼾

完 成: 平成24年7⽉

外観

昼食の様子

災害公営住宅 概要

【福島県相馬市・井戸端長屋（馬場野山田地区）】

施設概要
•共助住宅として、一同に会して食事をとる食堂エリア、団ら
んの場の畳コーナー、井戸端エリア（ランドリースペース等の
共助スペースを設置、災害時の支援拠点としても利用

•車椅子対応トイレや入浴介助のための大型浴槽等を配備
した介護スペース、ヘルパーの待機スペース等を設置

 サービス内容
•昼食の提供（無償）、通院・買い物個別送迎サービ
ス、お出かけミニバス、訪問移動販売等も合わせて
実施（昼食提供は井戸端長屋の入居者のみ。その
他のサービスは全市的に展開）。

運営主体：市がＮＰＯに委託して実施

整備手法
•災害公営住宅整備事業等 共同施設整備費

経緯・内容
•市長の「仮設住宅等からいち早く脱出すべきは高齢
者である」という指示の下、長屋型の家庭的な環境
の下で共同生活することで、孤独化や孤立化の不
安を防ぎながら生活を共に助け合いながら営むこと
ができる環境を整備することを目的。

•「共助の精神」が反映されるよう、昼食は一同に会
することとし、相互の見守りと孤立防止を兼ねる。

工夫・課題等
•入居者の共助による長屋の運営を意図していたが、
入居者が高齢（平均年齢80歳以上）のため厳しく、
市が「管理人」を設置して支援を実施。

資料：相馬市提供資料をもとに作成 92



食事会の準備の様子復興公営住宅の併設集会所

概要
•原発避難者向けに福島県が整備する県営復興公営住宅では、原則
すべてに集会所又は集会室を併設。

•「コミュニティ交流員」を配置し、集会所等を活用し、復興公営住宅入
居者同士や周辺の避難者、さらには受入自治体の地域住民を含めた
交流活動を支援。

配置 主な役割

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
交
流
員

・復興公営住宅100
世帯に２人程度の
割合で配置。
・各コミュニティ交流
員は、担当団地制。

・復興公営住宅入居者同士、周辺の避
難者、地域住民とのコミュニティづくり
に向けた交流活動の支援
・自治会の結成の支援、イベントの企
画・運営、コミュニティ情報の発信
○巡回訪問し、各団地の集会所（復興
公営住宅には規模にかかわらず集会
所・集会室を併設）等を活用して活動。

Ｓ
Ｖ
（ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
）

・コミュニティ交流員
10人に１名程度の
ＳＶを配置（各ＳＶは
担当エリア制。福
島・会津地区、郡
山・二本松地区、
南相馬地区、いわ
き地区）。

・コミュニティ交流員の業務内容に関す
る指導・監督
・交流活動への参画と交流員に対する
助言
・交流員間の連携や情報共有を図るた
めの企画・実施
・地域の課題解決に関する市町村や関
係団体等との連絡調整

全
体
総
括

・1名配置 ・業務全体の進度管理（統括）
・SV及びコミュニティ交流員の業務に関
する指導・監督
・SV及びコミュニティ交流員の研修計
画の立案・実施
・市町村や関係団体等との連携に関す
る全体調整

経緯・内容
•復興公営住宅の入居者の高齢化率は著しく高い（50％
超）ことが予想され、広域的な避難等で入居者間や周辺
地域とのコミュニティ形成が課題。

•コミュニティ交流員の役割は、①自治会の結成の支援、②
集会所を活用したサロン活動等の交流企画、③定期的な
イベント交流事業の実施、④コミュニティ情報の発信等。

課題
•コミュニティ形成に向けた初期の“場づくり”や“きっかけづく
り”から、住民の主体性を引き出し、持続性の確保。

•見守り活動等を行う生活支援相談員、民生・児童委員、
保健師等の関係者との情報共有と活動の連携。

資料：福島県提供資料をもとに作成

【福島県営復興公営住宅でのコミュニティ交流員の配置】

３-１．今後の課題 －①高齢者対応
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３-１．今後の課題 －②公営住宅ストックの適正な管理

出典：各自治体の「公営住宅
等ストック長寿命化計画」、
復興庁データ等をもとに作成
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３-１．今後の課題 －②公営住宅ストックの適正な管理
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３-１．今後の課題 －②公営住宅ストックの適正な管理

出典：各自治体の「公営住宅
等ストック長寿命化計画」、
復興庁データ等をもとに作成
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３-１．今後の課題 －②公営住宅ストックの適正な管理

出典：各自治体の「公営住宅
等ストック長寿命化計画」、
熊本県データ等をもとに作成

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

【熊本県】

平成28年度末の公営住宅管理⼾数（災害公営住宅を除く）

災
害
公
営
住
宅
भ
供
給
⼾
数

１倍
２倍

0.5倍
12,000 14,000

300

400 熊本市

宇城市

宇⼟市
阿蘇市⼤津町

御船町

益城町

南阿蘇村

甲佐町
美⾥町

⻄原村
嘉島町

97




